
て
は
、
第
三
条
の
見
出
し
、第
四
条
の
五
第
一
項
、

第
十
一
条
及
び
第
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中

「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は「
中
核
市
の
長
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
買
受
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
買
受
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

法
第
百
九
条
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
九
条
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
決
議
の
予
定
時

期
と
す
る
。

一

要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
マ
ン

シ
ョ
ン
敷
地
売
却
決
議
の
予
定
時
期

（
新
設
）

二

一
団
地
内
に
あ
る
数
棟
の
建
物
（
当
該
買
受

計
画
に
係
る
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
を
含
む

も
の
に
限
る
。）の
全
部
が
要
除
却
認
定
マ
ン

シ
ョ
ン
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
建
物
（
以

下
「
団
地
内
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。）の
敷
地

（
新
設
）

（
団
地
内
マ
ン
シ
ョ
ン
が
所
在
す
る
土
地
及
び

区
分
所
有
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
団

地
内
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
と
さ
れ
た
土
地
を
い

い
、こ
れ
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。以
下
同
じ
。）

の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
団
地
内
マ
ン
シ
ョ
ン

の
区
分
所
有
者
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
買
受
計
画
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と

す
る
者
が
、
当
該
団
地
内
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
そ

の
敷
地
に
つ
き
一
括
し
て
、
そ
の
全
部
を
買
い

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
団
地
内
マ

ン
シ
ョ
ン
（
当
該
買
受
計
画
に
係
る
要
除
却
認

定
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
す
で
に
買
受
計
画
の
認
定

の
申
請
が
な
さ
れ
た
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン

を
除
く
。）の
買
受
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る
予

定
時
期

様
式
第
18（

第
五
十
三
条
関
係
）

様
式
第
18（

第
五
十
三
条
関
係
）

買
受

計
画

書
買

受
計

画
書

決
議
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
位
置
及
び
住
戸
の

数
決
議
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
位
置
及
び
住
戸
の

数

〔
所
在
〕

〔
所
在
〕

〔
住
宅
戸
数
〕

〔
住
宅
戸
数
〕

申
請
者
（
買
受
人
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

申
請
者
（
買
受
人
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

〔
氏
名
又
は
名
称
〕

〔
氏
名
又
は
名
称
〕

〔
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
〕

〔
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
〕

１
．
～
６
．

（
略
）

１
．
～
６
．

（
略
）

７
．
他
の
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
買
受
計
画
の

認
定
を
申
請
す
る
予
定
時
期
（
当
該
買
受
計
画
に

係
る
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
が
、
団
地
内
マ
ン

シ
ョ
ン
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）

（
新
設
）

〔
申
請
予
定
年
月
日
〕

年
月

日

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成 年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第

十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
さ
れ
た
事
業
計
画
に
係
る
土
地
区
画
整
理
事

業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
規
則
第
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
十
七
号

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
百
九
条
第
一
項
及
び
第

二
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。


